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畠　山　裕　太仙台市民オンブズマン事務局次長
弁　護　士

　地方自治法１００条第１３項は、地方議会
議員の海外視察について、「議会は、議案の
審査又は当該普通地方公共団体の事務に関す
る調査のためその他議会において必要がある

①　ニュージーランド視察　３月２５日から
７日間　自由民主党・県民会議の議員ら５
名（実際に行ったのは４名）。実施済。

②　ベトナム社会主義共和国　平成２６年５
月５日から５日間　自由民主党・県民会議
ら８名　実施済。

と認めるときは、会議
規則の定めるところに
より、議員を派遣する
ことができる。」と規
定しており、この条項
を根拠に、議員の海外
視察に費用が支給でき
るとされています。
　宮城県議会は、その
任期中２回まで、合計
９０万円の範囲内であ
れば県の費用で海外視
察ができることになっ
ています。
　しかし、この「視察」の実態は単なる観
光旅行です。過去に、当オンブズマンでも
２００７年（平成１９年）、宮城県議会議員
及び仙台市議会議員の一部の「視察」の違法
性を問う訴訟を提起し、その実態を明らかに
してきました。
　上記裁判や報道等の批判の効果もあって
か、仙台市議会は海外視察を廃止しましたし、
宮城県議会でも平成２２年度以降海外視察を
自粛していました。しかし、今年になって突
然復活させ、以下の通りの海外視察が企画さ
れました。
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③　フランス、ドイツ　５月２５日から９日
間　みんなの党の議員等３名（中止）。

　宮城県は、東日本大震災の際には世界中か
ら援助を受け、今も復興の途上にあります。
仮設住宅でも多数の方が暮らしています。そ
のような中、宮城県の議員が、税金を使って
海外「旅行」をしたとなれば県民、国民に対
してだけでなく世界に恥をさらすことになり
ます。そこで、この海外旅行を差し止めるべ
く、４月２２日、宮城県に対し差止めの監査
請求を行いました。
　①についてはオンブズマンが気づいたとき

にはすでに「視察」に行った後であったため、
②、③について監査請求を行いました。
　監査請求の前に河北新報が当オンブズマン
が監査請求する予定であることが報道したた
めか、③の視察予定の議員の一人が突然病気
になり、最低人数に足りなくなったため、③
は中止になりました。
　しかし、②は、予定どおり実施されてしま
いました。
　今後は、実施されてしまった視察について、
資料をとりよせその内容を把握し、監査請求
等、対応を検討する予定です。

石　上　雄　介仙台市民オンブズマンタイアップグルーブ
弁　護　士

１　住民監査請求の経緯、問題点
⑴　前号で、仙台市議会議員の平成２３年４
月から８月までの政務調査費の支出につい
て住民監査請求したことをご紹介させてい
ただきました。その際、平成２３年４月か
ら８月までの政務調査費の支出問題のポイ
ントは、政務調査費支出期間の終期（平成
２３年８月）が、①市議会議員選挙期間（同
月１９日告示、同月２８日投票）となって
いることと、②年度途中であることの２点
であり、議員が選挙活動のために政務調査
費を使っているのではないか、年度途中で
あるにもかかわらず一年分の政務調査費が
支出されているのではないかが問題となる
ことをご紹介させていただきました。

⑵　監査の結果、監査請求した全ての政務調
査費の支出について、違法不当な支出はな
いと判断されて監査請求は却下されました

が（議員から自主返還されてしまい、監
査の対象とならなかったものもありまし
た。）、上記の２つのポイントについては是
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正するよう監査委員から市議会に対して勧
告がなされました。すなわち、選挙活動に
政務調査費が使われているような疑いがな
いように規定を作って手引書に明記するこ
と、年度途中に改選がある場合には改選後
の任期分の政務調査費が支出されないよう
規定を作って手引書に明記することが、監
査委員から求められ、今回の監査請求のポ
イントについても監査委員の共感を得るこ
とができました。
　　しかし、選挙活動に支出された疑いのあ
る政務調査費の支出、年度途中に改選が
あったにもかかわらず改選後の任期分に関
するものであるとの疑いのある政務調査費
の支出について、違法不当であるとの結論
を得られませんでした。

⑶　また、監査報告書によれば、監査委員の
監査は下記のような判断に基づくものが大
部分を占めていました。
　　「○○議員の支出について、監査の結果、
○○議員から、特定の政務調査活動のため
の非常勤職員の人件費である旨の説明があ
り、それに反する事実も認められないこと
から、当該人件費の支出は違法又は不当な
ものとは認められない。」
　　このような監査委員の判断は、議員の説
明内容の合理性を具体的に検討しておら
ず、議員の説明を丸呑みするようなもので
あり、踏み込みが浅いというほかありませ
んでした。

２　住民訴訟の提起
⑴　そこで、監査委員の監査は不十分である
と判断し、平成２３年４月から８月までの
政務調査費の支出についても、平成２６年
２月１４日付で住民訴訟を提起いたしまし
た。前述しました２つの問題点に関係する
主な支出例としては、選挙活動期間である

と考えられる時期にタクシー代などに充て
られていた調査研究費、選挙活動に従事し
ていた疑いのある事務職員に支払われてい
た人件費、選挙活動に使われていた疑いの
ある事務所のために支出されていた事務所
費、新聞や雑誌の年間購読に充てられてい
た資料購入費がありましたので、これらの
支出を特に問題にする形で提訴いたしまし
た。
　　訴訟は現段階ではほとんど進展していな
いため、まだ議員側の弁解の内容等をご紹
介することはできません。ただ、議員側の
弁解の不合理性を証人尋問等でしっかり突
いていかなければならないことは確かです
ので、どのような観点から議員側に対して
政務調査費問題を糺していくのか、しっか
り準備していきたいと思います。

⑵　今回の提訴に当たっての記者レクで、私
は「市民からお預かりしたお金をおろそか
にしない、今回の訴訟ではそういう議員の
姿勢が問われている。」と発言し、「おろそ
かにしない」という言葉が河北に取り上げ
られていました。政務調査費の問題は、金
額の問題というより、議員の人間性を問う
問題であると私は考えています。特に今回
の提訴対象期間は、震災直後にあたります
ので、議員の人間性を厳しく問うていきた
いと思います。
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渡　部　雄　介仙台市民オンブズマン
弁　護　士

１　平成２０年度政務調査費返還請求訴訟に

ついて

　平成２６年６月２日、仙台地方裁判所にて、
各会派の代表者、各会派の経理責任者並びに
違法な支出が強く疑われる一部の議員（いず
れも、平成２０年度当時）に対する証人尋問
が、１日がかりで実施されました。
　午前中は、改革ネット・自民所属の会派代
表者、経理責任者、大内久雄議員に対する証
人尋問が実施されました。
　佐藤正昭会派代表への尋問では、２泊３日
の北海道への出張にもかかわらず、政務調査
としては４時間から５時間しか行われていな
かったことが明らかになりました。さらに、
佐藤正昭議員は、同じ北海道出張の中で、「視
察」の名のもとで、旭川市の旭山動物園に行っ
たことが明らかになりました。
　一方、改革ネット・自民所属の大内久雄議
員に対する尋問では、調査研究目的として実
施された横浜みなとみらいへの出張が、単な
る観光としか評価できないような中身の視察
であったことや、実際にはグリーン車を利用
していないにもかかわらず、旅費規程に従い、
グリーン車を利用したとして、調査旅費を受
け取っていたことが分かりました。。
　午後は、改革ネット・自民以外の各会派代
表者、経理責任者らに対する証人尋問が行わ
れました。
　今回の訴訟では、調査において支出された
実費額よりも大きい金額が旅費規程に基づい
て各会派に支払われているとして、実費との

差額分について、返還を求めています。この
点、各会派の代表者及び経理担当者らは、調
査旅費で支出される実費の方が旅費規程で支
給された金額を上回っていた等と証言する一
方、旅行の領収証は全て処分した等と不自然
不合理な回答に終始しました。
　また、民主クラブ仙台の各議員に対する尋
問では、ホームページ更新料の支出の可否に
ついて、実際のホームページを確認すること
なく、議員から提出された資料だけで、広報
費として政務調査費から支出することを認め
ていた実態が明らかになり、会派内での自浄
作用がきちんと働いていないことが分かりま
した。
　社民党仙台市議団の議員に対する尋問で
は、社民党仙台市議団の各議員が雇用してい
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る臨時職員のほとんどが、議員の親族関係者
であることが分かりました。
　今回の尋問により、違法な政務調査費の支
出がより明らかになったと考えています。
　当日は、本件訴訟を担当していないオンブ
ズマンのメンバーや、たくさんのタイアップ
の方々に傍聴いただきました。また、マスコ
ミや政務調査費の問題に興味関心を持ってい
ただいている仙台市民の皆様にも傍聴に来て
いただきました。お忙しい中、多数の方に法
廷までおいでいただきましたことを、この場
を借りて心より御礼申し上げます。
　次回期日は、平成２６年７月３１日午後１
時１０分を予定しています。次回に弁論終結
予定です。

２　平成23年度（平成23年９月～平成24

　年３月）仙台市議会政務調査費返還請求訴

　訟について

　平成２６年５月２９日、平成２３年度（平
成２３年９月から平成２４年３月分）政務調
査費返還請求訴訟の期日がありました。
　政務調査費返還請求訴訟全てに共通するこ
とですが、本訴訟も、多数の議員に対する様々
な争点があります。そこで、争点を整理する
ため、原告被告双方がそれぞれの主張を争点
整理表にまとめ、議論を整理して審理を進め
ることになりました。
　今後、オンブズマンは、政務調査費の使用
実態に関する釈明を、各会派及び各議員に対
して求めていくことが予想されます。
　次回期日は、平成２６年７月１６日午前
１１時です。

佐　藤　利　夫仙台市民オンブズマン
タイアップグルーブ

　６月２日、仙台地裁で仙台市議会の政務調
査費返還請求についての証人尋問があり、私
は裁判の傍聴は初めてでしたが、朝９時半か
ら午後５時まで ( 途中休憩有り )、各会派の
議員、計１２名が次々と証言するという長丁
場を経験させて頂きました。仙台市の一市民
としての感想を拙文ですが書かせて頂きま
す。
  各議員の証言を聴いて、一言で言えば疑問
だらけでした。疑問がさらに疑問を呼び、結
局、政務調査費とは一体何なの？議員は一体
どういう活動をしてるの？もしや、カラ出
張？グリーン車やビジネスクラスで一流ホテ
ルの宿とか。その他、市議会の会派控え室の
職員給与や通信費、議員個人の事務所家賃へ
の流用 ( ？ )、等々。職員も身内で、そもそ

も勤務実態さえ疑いたくなる次第。
  あの、お願いですから証拠がどうとか言う
より、聞かれて困るような事をしないで頂け
ませんか？しかも、元は税金ですし。それに、
市民の代表として、凛とした態度で自ら積極
的に疑義を晴らすのが議員のすべき事では？
と思うのに、「記憶にございません」では悲
し過ぎます。そもそも法廷に呼ばれる前に解
決するのが筋でしょう？などと何だか脱力感
に満ちてしまいました。ある議員は「ファー
ストクラス、ビジネスクラス、エコノミーの
違いが解りますか？」の質問に「一番安いや
つで乗った」の答えには、苦笑してしまいま
した。
   政務調査費とは議員にとって、単に別の「お
財布」なのでしょうか。それでもそれが市民
に大いに役立っているならまだ良いのです
が、その辺り各議員の活動報告を詳しくご説
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明される事を切に希望します。また、これで
は市政に対する市議会のチェック機能不全の
リスクを否定できません。そして一票の権利
を持つ私たち市民が大いに反省すべき事と思
います。
   最後に、仙台市民オンブズマンの存在は、
本来市政が健全な民主主義であれば必要ない

のかもしれませんが、果たしてそれはいつの
事やら、まだまだ課題山積ですね。市民の為
の最後の砦として課題に取り組み、ボラン
ティアで膨大な仕事をし続けている皆さん
に、最大の賞賛とエールを心を込めて贈らさ
せて頂きます。

石　上　雄　介仙台市民オンブズマンタイアップグルーブ
弁　護　士

１　問題の発覚
　来年４月開業予定の地下鉄東西線「国際セ
ンター」駅に隣接する地区（仙台商業高等学
校跡地）に、現在新展示施設の建設が進めら
れています。仙台市によれば、平成２４年
１０月２９日の政策会議で新展示施設の建設
が決定され、今年４月に着工して来年３月に
竣工するものとされています。この新展示施
設について、仙台市は、大型会議等に対応す
る展示機能の強化は、本紙の交流人口の拡大
を促し、幅広い経済波及効果はもとより、東
北全体の復興にも大きく貢献するものである
ので必要であると説明しています。
　この新展示施設建設問題については、今年
の１月頃、小野寺信一弁護士が仙台市議会の
過去の議事録をチェックするなかで発覚しま
した。議会では建設の当否について全く議論
されていなかったようです。これまで仙台市
民にはほとんど知られていない問題でしたの
で、仙台市民のチェックを全く受けずに建設
計画が進んできたことになります。

２　問題の所在と質問書の提出

⑴　新展示施設の総工事費用が約２４．８億
円と巨額である点はもとより、施設の運営
費のために毎年巨額の公的資金が垂れ流し
をされていくのではないかという点も、大
きな問題です。
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　　問題発覚後ただちに仙台市に対して情報
公開請求を行い、開示を受けた株式会社日
本経済研究所の民間ディベロッパー等に対
するアンケート調査によれば、「この土地
に収益施設を設けても人が集まるかわから
ない。」、「コンベンション機能は収益面で
事業の可能性が疑わしい」、「この立地でコ
ンベンション施設を整備するというコンセ
プト自体に無理がある。」など、新展示施
設の必要性、採算性について疑問視する指
摘が極めて多くなされていました。

　　この点に関し、平成３年に建設された仙
台国際センターを見てみると、仙台国際セ
ンターでは、毎年約４５００万円の赤字が
発生しており、仙台国際センターを運営し
ている公益財団法人仙台国際交流協会が仙
台市から補助金の交付を受けるという形
で、国際センターの運営に公的資金がつぎ
込まれています。新展示施設も仙台国際セ
ンターの二の舞になることが予想されま
す。

⑵　そこで、仙台市民オンブズマンでは、平
成２６年４月８日付で仙台市長あてに質問
書を提出し、新展示施設をどのように運営
していくのか、新展示施設を建設する必要
はあるのか、採算性に問題はないのかにつ
いて問いただしました。

３　仙台市の回答と、さらなる問題点
⑴　仙台市は、上記質問書に対して、平成

２６年５月９日付で回答書を示しました。
仙台市の回答によれば、新展示施設は民間
事業者を指定管理者として、利用料収入に
基づく独立採算制をとるとのことでした。
そして、仙台市は、日本経済研究所が作成
した収支の推計についての報告書を示し
て、新展示施設は利用料収入のみで十分採
算が取れる旨回答してきました。

⑵　しかしながら、仙台市が依拠する日本経
済研究所の収支推計報告書は、利用料の設
定、稼働率の設定等が非現実的であって報
告書通りの収入が入るとはおよそ考えられ
ないこと、人件費等の支出についても極め
て過少に見積もられていることから、およ
そ信用に値しないものでした。仙台市の想
定通りに新展示施設が独立採算で運営され
るとは考えられないことから、新展示施設
についても仙台国際センターと同様に仙台
市の外郭団体が補助金の交付を受けながら
施設の運営に当たり、毎年巨額の公的資金
が垂れ流しされていくことになると危惧さ
れます。

　　そこで、仙台市民オンブズマンでは、指
定管理者の応募が始まる前の６月１１日
に、仙台市に再度質問書を提出して、外郭
団体に補助金を交付して公的資金が垂れ流
されていくことはないのかどうかについて
問いただすこととしています。
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原　田　　　憲仙台市民オンブズマン事務局長
弁　護　士

　今年のオンブズマン全国大会は、９月６日
（土）７（日）に岩手県盛岡市で開催されます。
主要テーマとしては公共事業の需要予測など
取り上げられ、分科会では、「秘密保護法」

「ギャンブル問題」「地方自治法改正問題」な
どが取り上げられるようです。
　無駄な公共事業ということで言えば、仙台

市民オンブズマンは、これまでも地下鉄東西
線など多くの問題に取り組んできましたが、
最近でもコンベンションセンター（新展示施
設）建設の問題などもあり、非常に興味深い
テーマです
　お隣の県での開催ですので、是非とも多く
のご参加をお願いいたします。また、開催に
あたっては皆様のお手伝いも必要となります
ので、ご協力をお願いいたします。

吉　田　大　輔北海道・東北市民オンブズマンネットワーク事務局長
弁　護　士

　６月１４日（土）から１５日（日）にかけ
て、山形市で北東ネット例会が開催されます。
  １日目には、『入札談合を追及する方法』
と題したシンポジウムがあり、山形県発注の
橋梁工事談合住民訴訟の帰趨を振り返り、入
札監視委員会の機能と現状について報告、討
論がなされる予定です。具体的には、山形県
発注の橋梁談合の住民訴訟を題材に、公取の
調査資料や刑事記録の入手の問題（住民訴訟
では、公取の調査が国発注工事についての談
合調査であることから、県発注工事の住民訴
訟には公取から資料提供がなされず、刑事記
録を入手して談合を立証）や、県の入札監視
委員会の問題などを、市民オンブズマン山形
県会議のメンバーからご報告いただき、県入

札監視委員会委員長も務められた藤田稔山形
大学教授のコメントを交えて進行される予定
です。さらに、政務調査費から政務活動費に
変わり、山形県議会で作成されている使途基
準・手引も変更になったところ、その変更点
などが報告される予定です。
　２日目は、各地のオンブズ組織から活動内
容について報告等がなされます。
　場所、日時は、下記のとおりです。

記

場所：山形市七日町三丁目１−１６

　　　山形県ＪＡビル９階Ｃ会議室

日時：６月１４日（土）

　　　１３時３０分から１６時３０分

　　　　　　　　　　（上記シンポジウム）

　　　６月１５日（日）

　　　９時３０分１２時３０分（各地報告等）
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2013
12．19	 オンブズマン12月例会、忘年会
 25 政務調査費（市H20年度）公判

2014
１．15　塩釜無人島防潮堤、仙台新展示施設関係文書開示
	 20	 オンブズマン１月例会
 〃 木山さん送別会

 21 政務調査費（市）打ち合せ　
 23 地下鉄東西線駐車場、新展示施設関係文書開示
 27 県議会政務調査費（24年度）開示
 29 政務調査費（市H23.4 ～ 8）打ち合せ
２	．4	 タイアップ例会
 5 政務調査費（市H23.4 ～ 8）打ち合せ
 10 新展示施設関係文書開示
	 14	 政務調査費（市H23.4 ～ 8）提訴、記者会見

	 19	 オンブズマン２月例会
 20 政務調査費（市 H23.4 ～ 8）監査関係文書開示

３． 7 熊谷さん送別会

 11 政務調査費（市 H23.9 ～ 24.3）公判
	 20	 オンブズマン３月例会
４.		 	1	 タイアップ例会
 7 政務調査費（市 H23.4 ～ 8）公判
	 8	 仙台市新展示施設に関する申し入れ
 9 県議会海外視察関係文書開示
	 14	 オンブズマン４月例会
	 22	 県議会海外視察監査請求　　　　　　　　　　　
５.  2 県議会海外視察関係文書開示
 8 政務調査費（市 H20 年度）公判
	 12	 オンブズマン５月例会
 30 会報「オンブズマン」No40 発行打ち合せ　　
６.	 	2	 政務調査費（市H20 年度）証人尋問
	 3	 タイアップ例会
 4 水処理凝集剤関係文書開示
 6 会報「オンブズマン」No40 発行打ち合せ　
	 11	 仙台市新展示施設に関する再質問書提出　
	　　14 ～ 15　北・東ネット山形例会
	 15	 会報「オンブズマン」No40 発行	 
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2013.12.19 ～ 2014.6.15

【詞書き】４月から日弁連の役員となり月～金のほ
とんどは東京に居て、議員・省庁関係者・審議会委
員等へのロビー活動、日弁連委員会の各種調整作業、
つい最近あった定期総会対応など、身辺事情を回文
短歌で表現。
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　タイアップグループの総会は、下記案内
のとおり7月18日開催致します。16時からお
こなわれるオンブズマンの総会も傍聴できま
すので、お時間がありましたら、お早めにお
越しください。
　そのあとタイアップの総会、懇親会が続き
ます。懇親会はオンブズマン、タイアップの
メンバーが日頃の成果を披露してくれます。
ぜひお誘いあわせてお越しください。楽しい
ひとときを過ごしましょう。

　タイアップグループ目下の課題は、会員を
増やすことですが、なかなか名案は生まれま
せん。がんばるオンブズマンを応援したい、
と思ってくださる方は少なくないはずですが
…。ＨＰをみてもらったり、支援企画をお誘い
している方へひと声かけるなどをつづけるこ
とが実を結び、会員を減らさず、増やす方
向にむかえばいいのですが。名案と紹介者、
ぜひお待ちしています。
　９月６日～７日盛岡市で、第21回全国市民
オンブズマン大会が開催されます。２年前の
弘前市に続き、またまた東北です。仙台に
は受付など要員含め、参加を募って欲しいと
依頼が来ています。大勢で参加して大会を
盛り上げましょう。

七十七銀行本店 (普通)　　　　  ６５３００１０
郵 便 局 振 込        ０２２９０－６－８０５０
　　仙台市民オンブズマン･タイアップグループ

会

　費

納
入
先

■今期の会費が未納の方、お手数でも払い込み下
さい。（振込用紙同封しました）。会員拡大は
タイアップ活動のエネルギーの源です。会員・
賛助会員それぞれ紹介チラシもありますのでご
請求下さい。

会員のご紹介と会費納入のお願い

　タイアップグループは、偶数月の第１火曜日に例会をおこ
なっています。
　その時々の「オンブズマン」活動の解説を聞いたり、懇親
を深めたりとあっという間に時間が過ぎてしまいます。朝市ビ
ル３階の事務局で18:30からです。ぜひお誘いあわせてご
参加ください。

【タイアップグループ例会のご案内】仙台市民オンブズマンと
　　　タイアップグループの

▶懇親会　18:30～20:00（会費5,000円）
※今年の総会も平日の開催です。ご注意下さい。
※どちらの総会も参加できますので、ぜひご都合を
つけて参加してください。
※懇親会は、会費制です。同封のハガキで出欠を
お知らせください。

※懇親会用のお飲み物などの差し入れをお待ちして
います。

総会と懇親会のご案内総会と懇親会のご案内総会と懇親会のご案内

ホテル白萩

オンブズマン総会 16:00～
タイアップグループ総会 18:00～

７月18日（金）日時

会場

8月5日（火）も例会をおこないます

⑴　加入資格：仙台市民オンブズマンの活動の趣旨に賛
同し､ 支援する意志のある個人｡ 

⑵　会　　費：年10,000円・賛助会員年3,000円
　　　　　　　但し､ 協賛金については､ 自由に受け付

け､ 緊急時の支援費用に充当する｡ 
⑶　活動内容：年２回の会報の発行｡ 臨時の会報は必要

に応じて随時発行する｡ 
市民の為の公開講座などを開催する｡ 
その他の事業の企画､ 実施｡ 

⑷　総　　会：年１回とし､ オンブズマンの総会に準じ
て開催する｡ 

⑸　役　　員：会　長　　１名､ 　副 会 長　　若干名

会　計　　１名､ 　会計監事　　２名
⑹　役 員 会：必要に応じて開催する｡ 
⑺　事 務 局：事務局の所在地は当面､青葉区中央4-3-
　　　　　　　28 朝市ビル３階とする｡ 
⑻　会計について：年会費のうち､ 30％についてはオン

ブズマンへの支援金として拠出する｡ 協
賛金からの特別拠出金については､ 必要
に応じて随時役員会において決定の上支
出する｡ 以上の拠出金､ 特別拠出金の会
計処理内容については､ 総会の際にオン
ブズマン事務局より報告を受けるものと
する｡ 

仙台市民オンブズマン　タイアップグループ会則

山　田　忠　行

タイアップ会長あいさつ

仙台市民オンブズマン・タイアップグループ会長


